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美術工芸研究室

ｌ]jj治30年「IIT社寺保ｲf法_lが制定され，近代国家としてのわがlKlにはじめで文化財保潅の対

策がＩ誰じられたｏ翌31年岡倉覚三（天心）によって日木美術院がＩ没立され,同法にもとずく保存

修理'jI:業を担当するため修理研究部門として第二部（第一部は美術［芸の制作部門）が設侭され

たｏこの第二部は高村光雲を職'''1に迎え，監督に新納忠之介，腰１１:主従に管原大三郎が､Iﾉiた

り，東大寺勧学院に居をかまえ．IIf社寺保存法による修理‘Ii2業として高野'11の彫刻を第一号に濡

手した。大正２年日本美術院は第一部・第二部がそれぞれ独ｆし、第二部は美術院と改名，以

後，国宝保存法，文化財保維法による文化財の修理，１芝に彫刻。.I法品の修理の大､'２を肌､I'iし

現在に至っているｏなお，昭和21年には拠点をﾙ〔郁妙法院に移し，lil37年には現在の京州:RIV：

博物館の構内に移転，さらにIlil43年には文化庁所榊の財ﾄﾊ法人となった。明治31年設立以来７０

余年の間,関東大震災で破孤した鎌倉地方の文化財,昭和12年から20年|Ｈ１の年ｊ１をかけた妙法院

三十三間堂の1001躯の千手観音像などの大修理‘li:業を含め四千数1'『件の文化財の修理を施一[，

近代わが同の文化財修理を語る上で欠くことのできない存在である。

これら文化財の修理はりj治31年府手､'ﾉi時から詳細なＩ記録が修理技術丹らの手によってとられ

ている。もち論，芳手､'1時はすべてがはじめての経験であり，記録も必ずしも十分なものとは

いえないが，それでも修理時でなければ知ることのできない椛造や技法が記録されていて彫刻

史や工芸史上欠くことのできないiI城な盗料が多く含まれている。I記録の内容は，文化財の柵

造，修理簡所を1文Iで示した「ＩｘＩ解」，材質・形状・術造・修理ﾉﾉ法等を記述する「解説」が111

心で，修理rllに発見された「銘記」・「納入品」などについても詳細に記述されている。なお

I把救の方法は文部符，文化財保態委典会の調査‘l‘『の指導もあり，年を追うごとに改葬され，ま

た記戦形式にも一定の法則ができ，現在では『指定文化財修理報〈!『【l池（文化ii刊）に記戦され

ているような詳細なものになっている。

上記の記録のうち，Ⅲj治33年から昭和19年に及ぶ美術院の控を，昭和29年に奈良国立文化財

研究所が引継ぎ，その後､''i研究所において，災年これらの盗料を盤理分賦にy'iたってきたが斯

界の要望に答え，このたびこれらを細集し公刊の運びとなったもので，文化財保誰行政'２はも

とより，学術上の価価は極めて問いものといえよう。、！'i研究所保櫛のこれら記録類は351111}に

も'二る進大なもので，４９年度に第１巻を，その後，伽年１巻ずつ,汁10巻余の|:11行を予定してい

るｏなお，第１巻は記録類の全貌を示すため，前記IxI解・解説に加え，会計['1:類，．！¥簡等も含

め細纂したが，第２巻以降は文化財保護行政，ならびに学術'二不ilI欠なI叉I解．解説をIl1心に細

墓し 大 方の利用に供しようとするものである。（uIIli表恭）
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